
第4号様式（第4条関係）

行政文書公開拒否決定通知11ド

平成25年10月11日

野村一也様

神奈川県警察本部

平成25年10月4日に公開ﾙli求のありました行政文番については、次のとおり公lHlを

なお、この処分について不服がある場合は、この処分があったことを知った日の翌

日以内に神奈川県公安委員会に対して審査諸求をすることができます。
また、この処分については、上記の審査請求を行ったか否かにかかわらず、この処また、この処分については、上記の審査請求を行ったか否かにかかわらず、この処分があったことを

知った日の翌日から起算して6か月以内に神奈川県を被告として横浜地方裁判所に処分の取消しの訴え
を提起することもできます。

上記の蒋査請求をした場合においては、当該群査請求に対する俄決があったことを知った日の翌日か

ら起算して6か月以内に神奈川県を被告として枇浜地方裁判所にこの処分の取消しの訴えを提起するこ
とができます。

’

公 開諦求に係る

行政文神の内容

公開を拒む 理由

時限性公開

事務担当裸室

過去5年間における神奈川県警の速度逃反による険挙件数。ただし、速度超

過の類惟および車両の区分がわかるものであること。

回遊16号線下り車線のうち、磯子区役所前信号から磯子中央脳神経外科病院
前付近まで区間。．

神奈川県情報公開条例第条第項第号該当
(理由）

道路交通法違反検挙状況の統計は、弊染料単位で作成している行政文書です

ので、公開請求に係る特定場所における行政文嘗は、作成も取得もしていない
ため存在しません。

上に示した公開することができない理I↓Iのうち、

については、年月日以降であればその理由がなくなりますので、

同日以後に改めて公IIil諭求をしてください。

交通部交通指導裸

砥話番号045-211-1212内線5132

備考「時限性公開」の柵は、公開請求に係る行政文書の公開を拒む理由がなくなる期日をあらかじ
め明示することができるときに記入してありま式



第4号様式（第4条関係）

行政文TIド公開椛杏決定通知,￥

平成25年10月11日

■

野村一也様

神奈川県警察本

平成25年10月3日に公開請求のありました行政文;ﾘドについては、次のとおり公開を拒み

なお、この処分について不服がある場合は、この処分があったことを知ったロの翌日か

日以内に神奈川県公安委員会に対して審査諦求をすることができます。

また、この処分については、上記の瀞在諦求を行ったか否かにかかわらず、この処分があったことを

知った日の翌日から起算して6か月以内に神奈川県を被告として横浜地方裁判所に処分の取消しの訴え

を提起することもできます。

上記の審査請求をした場合においては、、'1嫉審在;州求に対する裁決があったことを知った日の翌日か

ら起算して6か月以内に神奈川県を被告として横浜地方裁判所にこの処分の取消しの訴えを提起するこ
とができます。

備考「時限性公l)N」の柵は、公|)脈伽kに係る行政文井の公開を拒む理由がなくなる期日をあらかじ

め明示することができるときに記入してあります。

’

部
ま
ち

公開請求に係る

行政文書の内容

公開を拒む理由

時限性公開

事務担当課室

過去5年IH1における神奈川県等の速度違反による検挙件数。ただし、速度超

過の類推および''1:IliIiの区分がわかるものであること。

国道357号線下り車線のうち、ヘンケルジヤパン前（横浜市磯子区新磯子町27

‐7）からIIII械浜-''1F業所NPI･I工場前（横浜市磯子区新中原町l番地）ま

での凶H1。

神奈川ﾙWi柵公|)M条例第条第項第号該当

(理山）

道路交通法述反械準状況の統I汁は、弊察堺1iii位で作成している行政文書です

ので、公|)脈IIi求に係る特定場所における行政文諜は、作成も取得もしていない

ため存在しません。

_'二に示した公ⅢIすることができない理山のうち、

については、年月Ⅱ以降であればその理由がなくなりますので、

同Ⅱ以後に改めて公|)脈I1i求をしてください。

交通部交通指導牒

氾話恭号045-211-1212内線5132



第4号様式（第4条関係）

行政文.‘Iド公開姫否決定通知11ド

平成25年10月llfl

野村一也機

神奈川県鮮察本部

枢平成25年10月3日に公開請求のありました行政文111:については、次のとおり公Ⅲ

なお、この処分について不服がある場合は、この処分があったことを知った日の

日以内に神奈川県公安委員会に対して審査諭求をすることができます。

また、この処分については、上記の蒋査請求を行ったか否かにかかわらず、このまた、この処分については、上記の審査請求を行ったか否かにかかわらず、この処分があったことを

知った日の翌日から起算して6か月以内に神奈川県を被告として横浜地方裁判所に処分の取消しの訴え

を提起することもできます。

上記の審査請求をした場合においては、当該霧査諦求に対する栽決があったことを知った日の翌日か

ら起算して6か月以内に神奈川県を被告として横浜地方裁判所にこの処分の取澗しの訴えを提起するこ
とができます。

公開請求に係る

行政文書の内容

公開を拒む理由

時限・性公開

事務担当課室

過去5年間における神奈川県瞥の速度述反による検挙件数。ただし、速度超

過の類推および車両の区分がわかるものであること。

国道357号線下り車線のうち、木村卜il地入口備号からファミリーマート幸浦二

丁目店前（俄浜市金沢区幸浦2丁目1‐20）までの区間。

神奈川県情報公|ﾙl条例第条第頃第号該当

(理由）

道路交通法違反検挙状況の統;|･は、警察料iii位で作成している行政文!'fです

ので、公開諭求に係る特定場所における行政文押は、作成も取得もしていない

ため存在しません。

上に示した公肌することができない理由のうち、

については、年月I:1以降であればその理由がなくなりますので、

同日以後に改めて公MH諦求をしてください。

交通部交通指導課

龍話番号045-211-1212内線5132

備考「時限性公開」の柵は、公1%1請求に係る行政文11ドの公棚を．悔む理由がなくなる期I:lをあらかじ

め明示することができるときに記入してあります。



第4号様式（第4条関係）

行政文書公開拒否決定通知書

平成25年10月l1E

備考「時限性公開」の柵は、公開請求に係る行政文書の公開を拒む理由がなくなる期日をあらかじ

め明示することができるときに記入してあります。

野村・一也様

神奈川県警察本部

平成25年10月3日に公開請求のありました行政文書については、次のとおり公開を

なお、この処分について不服がある場合は、この処分があったことを知った日の翌

日以内に神奈川県公安委員会に対して審査請求をすることができます。

また、この処分については、上記の審査請求を行ったか否かにかかわらず、この処また、この処分については、上記の審査請求を行ったか否かにかかわらず、この処分があったことを

知った日の翌日から起算して6か月以内に神奈川県を被告として横浜地方裁判所に処分の取消しの訴え

を提起することもできます。

上記の審査請求をした場合においては、当該審査請求に対する裁決があったことを知った日の翌日か

ら起算して6か月以内に神奈川県を被告として横浜地方裁判所にこの処分の取消しの訴えを提起するこ

とができます。

呂毎

‐
Ｉ ’

公開請求に係る

行政文書の内容

公 開を拒む理由

時 限 性 公開

事務担当課室

過去5年間における神奈川県警の速度違反による検挙件数。ただし、速度超

過の類推および車両の区分がわかるものであること。

国道357号線下り車線のうち、東篇丘信号から県立病院前信号まで区間。

神奈川県情報公開条 例 第 条 第 項 第 号 該 当

(理由）

道路交通法違反検挙状況の統計は、警察署単位で作成している行政文書です

ので、公開請求に係る特定場所における行政文書は、作成も取得もしていない

ため存在しません。

上に示した公開することができない理由のうち、

については、年月日以降であればその理由がなくなりますので、

同日以後に改めて公開請求をしてください。

交通部交通指導課

電話番号045-211-1212内線5132


